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創業事業設備補助金
補助上限１０万円・補助率１／２ 以内

◆対象となる方（以下の全てを満たす必要があります）

【問合せ】本所経営支援課 TEL : ２３-１１１１

①泉大津市内に事業所を設置し、令和６年４月１日から
令和７年３月３１日の間に創業する事業所で、設備を
購入する個人または法人
②許認可等を要する業種を創業する者については、既に当
該許認可等を受けている者、または当該許認可等を受け
ることが確実と認められる者
③泉大津商工会議所の経営指導を受け、創業に係る具
体的な計画を有すること

　※予算に限りがあり、業種等対象とならない場合があります。

泉大津での開業を応援します！ 
～ 創業者の初期負担軽減 ～会員

限定

　本市内において本店を置く会社等を新たに設立する事
業者を対象に、設立当初の経済的負担を支援するための
補助金制度を設けました。

【問合せ】本所経営支援課 TEL : ２３-１１１１
※予算に限りがございます。

対 象 条 件

募集事業所数
補助対象経費

注 意 事 項

:

:
:

:

泉大津市内に本店を置く会社等を新たに設立
する者で、営利を目的とする会社（株式会社、合
名会社、合資会社または合同会社）であること
３０社（先着順）
・ 定款認証代（公証人手数料）
・ 定款謄本代
・ 定款印紙代
・ 登録免許税
  （本市の特定支援事業を活用した場合、軽減
　（半減） となります）
・ 行政書士や司法書士への定款作成料 
・ 設立後6ヶ月以内に申請すること
・ 泉大津商工会議所の創業相談・経営指導を
　受けること
・ 本補助金交付後、3年間は泉大津商工会議
　所会員を継続すること
・ 本補助金交付後、５年間の事業継続に努めること

泉大津での会社設立を応援します！会員
限定

会社等設立支援事業補助金
補助上限１０万円・補助率１／２ 以内

※労働保険事務組合への加入には本所の会員への加入が必須となります。

労働保険料の申告・納
付等の複雑な事務につ
いて、きめ細かいサ
ポートが受けられます。

労働保険料の額にか
かわらず3回に分割納
付できます。

「労災特別加入制度」
を利用し、一定条件を
満たせば、役員も労災
に特別加入できます。

労働保険事務組合加入のメリット 【問合せ】本所経営支援課
　　　　TEL ２３-１１１１

▲詳しくはこちら

労働保険の事務手続きをサポートします!
労働者を一人でも雇っている事業場は加入義務があります!

守ろう！従業員

商工会議所・商工会が運営する「会員限定」商談サービス

貴社の買いたい、売りたいニーズと全国の企業をマッチングします。
約25万社が登録し、年間3,000件以上が商談を開始しています。
登録、利用、成約手数料はかかりません。

【問合せ】本所経営支援課
TEL : ２３-１１１１

http://www.b-mall.ne.jp/
ザ・ビジネスモール

　ものづくりサポートデスクでは、泉大津を中心とする企業紹介等を行
い、繊維製品製造販売業者皆様の「ものづくり」をサポートしています。
　泉大津を中心とする南大阪（泉州）には、原料から製品まで多種多様
な企業がそろい、そしてこれらの企業は長い歴史に裏付けられた確か
なノウハウと特徴、ものづくりに対するこだわりを持ち、今も進化し続け
ています。繊維の「ものづくり」にお困りの際は是非お電話ください。

TEL :  20-6688

ものづくりサポートデスク

泉大津での創業を応援します！

①対象の事業所：泉大津市内での創業
②補助対象経費：家賃（共益費除く）
③補助額：2分の1　上限：50,000円
④補助対象期間：12カ月
　※交付決定日の属する月の翌月から起算
【注意事項】
補助金の交付の決定を受けた事業者は、５年以上継続して事
業を営む必要があります。継続できない場合は、交付を受けた
補助金の全部または一部の返還が発生する可能性がありま
す。本補助金の詳細は上記HPをご確認ください。

泉大津市HP

【問合せ】泉大津市地域経済課 TEL : ３３-１１３１

◆概要

創業支援事業補助金（家賃補助）
補助上限 月5万円・補助率１／２ 以内

無担保・無保証人・保証料なし 「マル経融資」ご存知ですか?
　マル経融資は、小規模事業者の方々が経営や技術の改
善を図るため、経営の合理化や設備に必要な資金を担保
も保証人もなしに低金利で融資する国の融資制度です。 
【対象者】 泉大津市内で商工業を営んでおり、最近１年以上継続
　　　　  して営業実績がある方。
※指導実績・規模・居住・業種・納税など要件に制限がありますの
　で、一度問合せください。
【貸付限度額】 2，000万円
【貸付期間】 運転資金７年、設備資金10年以内
【金利】 1.３0％（令和６年３月１日現在）
　さらに、泉大津市の中小企業事業資金利子補給制度を受けること
ができます。 対象資金の融資額内で最高500万円まで、返済利率の
内、年1％以内（事業主が泉大津市内に住所を有しないときは、
0.5％以内）の補給が受けられます。まずは本所にお電話ください。
　　　　　　　 【問合せ】本所経営支援課　TEL : ２３-１１１１




